
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１２月１６日 

                         運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                             委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２２年７月２５日 ００時３８分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市 明石海峡大橋神戸側橋台付近の岸壁  

播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位３０２°１,４００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３７.９′ 東経１３５°０１.９′） 

事故調査の経過 平成２２年７月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 引船 第八喜代
き よ

丸、１９トン 

   ２５０－３３９８２大阪、個人所有 

山高運輸株式会社（運航者） 

   １７.９８（Lr）ｍ×３.７９ｍ×１.９６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２９４.２kＷ、昭和３９年９月（建造） 

Ｂ はしけ 第五黒崎
くろさき

丸、１,０００トン（積トン数） 

   山高運輸株式会社 

   ４３.００ｍ×９.１５ｍ×４.１０ｍ、鋼 

   平成３年３月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免 許 登 録 日 昭和５０年２月７日 

     免許証交付日 平成２２年８月２４日 

（平成２７年９月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船 左舷船首部のタイヤフェンダーに擦過傷 

Ｂ船 左舷船首部に凹損 

岸壁 擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長が１人で乗り組み、作業員１人とスティールコイル約６０

０トンを載せたＢ船をえい
．．

航してＡ船引船列を構成し、明石海峡を東進し

て阪神港大阪区に向かった。 

船長は、いすに腰を掛け、視界が良好で、周囲に漁船などを見かけなか

ったので、ＧＰＳ及びレーダーを使うこともないと思って電源を入れず、

約４.０ノット（kn）の対地速力で、兵庫県明石市の沿岸に沿って自動操舵

により東進した。 

船長は、平成２２年７月２４日２３時３０分ごろ、明石海峡西部のセメ

ント磯を通過し、約１kn の東流に乗って明石海峡航路北側の航路外を東進
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していたので、右方（南）に圧流されて明石海峡大橋の神戸市側の橋脚に

衝突することのないよう、針路を同大橋神戸市側橋台付近の岸壁(以下「本

件岸壁」という。)の少し左方（北西）にあるホテルに向く約０９５°（真

方位）に定めて航行した。 

船長は、本件岸壁が正船首方約１海里となったころ、右方に流されない

よう、自動操舵装置の針路設定つまみを左に回し、約２～３°左に変針し

た。 

船長は、いすに腰を掛けて操船を続け、本件岸壁に近づいたところで右

に変針し、本件岸壁と神戸市側の橋脚とのほぼ中間を通過することにして

いたところ、前方に漁船が全くいなかったことなどから気が緩んで居眠り

に陥り、本件岸壁手前の予定変針場所を通過して本件岸壁に向け航行を続

けた。 

 船長は、しばらくして目が覚めたとき、本件岸壁が目前に迫っているこ

とに気付いたが、Ａ船の左舷船首部が本件岸壁に衝突し、続いてＢ船の左

舷船首部が本件岸壁に衝突した。 

 船長は、広い海域に移動して漂泊し、Ｂ船作業員の負傷の有無やＡ船引

船列の損傷を確認したのち、０１時００分ごろ運航者に事故の発生を連絡

した。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 東流 約１kn 

 その他の事項 

 

Ａ船引船列は、主に兵庫県姫路港と阪神港大阪区との間の運航に従事し

ており、７月２２日に姫路港を出港して同県東播磨港に入港し、積荷の順

番待ちのため、西港西防波堤に係留して待機した。 

Ａ船は、船首約１.０ｍ、船尾約２.０ｍの喫水で、船首尾とも約０.５ｍ

の喫水となったＢ船を、長さ約５０ｍのロープでえい
．．

航していた。 

船長は、東播磨港入港後から２４日２１時００分ごろ出港するまでの間

に、休息と睡眠を十分にとることができ、健康状態は良好で、飲酒もして

いなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船引船列は、明石海峡大橋の西方において、

東流時の明石海峡航路北側の航路外を自動操舵で

東進中、単独でいすに腰を掛けて操船中の船長

が、前方に漁船などがいなかったことから気が緩

んで居眠りに陥り、予定変針場所を通過して本件

岸壁に向けて航行し、本件岸壁に衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、明石海峡大橋の西方において、東流時

の明石海峡航路北側の航路外を自動操舵で東進中、単独で操船中の船長が

居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して本件岸壁に向け航行し、本

件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

備考  運航者は、本事故後、Ａ船の操舵室左舷側の天井に、タイマー式でラン

プが点滅してアラームが鳴る居眠り防止援助装置を設置した。 

 




